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〇
国
土
交
通
省
令
第
百
七
号

建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十

二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
宅
地
建
物
取
引
業

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設

省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
三
十
五
条

第
一
項
第
五
号
の
二
」
を「
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
の
四
の
二
」を「
第

十
六
条
の
四
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
三
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
三

十
五
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十

一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
三
十

五
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十

四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の
四
の
三
と
し
、
第

十
六
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
瑕か

疵し

担
保
責
任
の
履
行
に
関
す
る
措
置
）

第
十
六
条
の
四
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
一

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕か

疵し

を
担
保
す
べ
き
責
任

の
履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契

約
の
締
結

二

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕か

疵し

を
担
保
す
べ
き
責
任

の
履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保

す
る
こ
と
を
委
託
す
る
契
約
の
締
結

三

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕か

疵し

を
担
保
す
べ
き
責
任

の
履
行
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し

て
保
証
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
契
約
の
締
結

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行

す
る
。
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